
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
〇

○
福
島
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
〇

○
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

一
〇

○
福
島
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

○
福
島
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

○
知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
二

○
福
島
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
四
十

七
条
第
三
項
の
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

一
二

○
福
島
県
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
二

○
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
二

○
福
島
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

一
三

○
福
島
県
歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
三

○
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

一
三

○
福
島
県
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

一
三

訓

令

○
福
島
県
教
育
庁
の
職
員
及
び
福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の

他
の
教
育
機
関
の
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令

一
三

○
福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
四

福
島
県
議
会

○
福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
五

○
福
島
県
議
会
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

一
六

○
福
島
県
議
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

一
六

福
島
県
公
安
委
員
会

○
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

一
七

規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、

福
島
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
、
福
島
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
情
報
公
開
審
査
会

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
、
福
島
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
第
三

項
の
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
、
福
島
県
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
特
定
の

民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
百
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
号
様
式
中
「30日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立
て

（審
査
請
求

）
」
を
「審

査
請

求

」
に
、
「決

定

（裁
決

）
」
を
「裁

決

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
入
札
監
理
課
）

福
島
県
規
則
第
百
一
号

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条

削
除

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
四
項
前
段
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
四
項
後
段
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
、
「
又
は
期

間
の
延
長
を
認
め
な
い
旨
の
通
知
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
文
書
」
を
「
を
認
め
な
い
旨
の
通
知
は
第

十
八
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
る
徴
収
猶
予
不
許
可
通
知
書
に
よ
り
行
い
、
徴
収
猶
予
の
期
間
の
延
長
を

認
め
な
い
旨
の
通
知
は
第
十
八
号
の
二
の
三
様
式
に
よ
る
徴
収
猶
予
期
間
延
長
不
許
可
通
知
書
」
に
改

め
る
。

第
二
十
五
条
の
三
中
「
第
十
五
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
通
知
及
び
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
通
知
等
）

第
二
十
六
条

法
第
十
五
条
の
五
の
二
第
三
項
で
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
滞
納
者
に
対
す
る
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
を
し
た
旨
の
通
知
及
び
法
第
十
五
条
の
六
の
二
第

三
項
で
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
滞
納
者
に
対
す
る
申
請
に
よ
る
換

価
の
猶
予
を
し
た
旨
の
通
知
は
第
十
八
号
の
五
様
式
に
よ
る
換
価
猶
予
通
知
書
に
よ
り
行
い
、
職
権

に
よ
る
換
価
の
猶
予
期
間
の
延
長
を
し
た
旨
の
通
知
及
び
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
期
間
の
延
長
を

し
た
旨
の
通
知
は
第
十
八
号
の
六
様
式
に
よ
る
換
価
猶
予
期
間
延
長
通
知
書
に
よ
り
行
う
。

２

法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
三
項
で
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
に
対
す
る
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
を
認
め
な
い
旨
の
通
知

は
第
十
八
号
の
六
の
二
様
式
に
よ
る
換
価
猶
予
不
許
可
通
知
書
に
よ
り
行
い
、
申
請
に
よ
る
換
価
の

猶
予
期
間
の
延
長
を
認
め
な
い
旨
の
通
知
は
第
十
八
号
の
六
の
三
様
式
に
よ
る
換
価
猶
予
期
間
延
長

不
許
可
通
知
書
に
よ
り
行
う
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
取
消
し
の
通
知
及
び
申
請
に
よ
る
換
価

の
猶
予
の
取
消
し
の
通
知
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
五
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
の
五
の

三
第
二
項
」
に
改
め
、
「
規
定
」
の
下
に
「
に
よ
る
滞
納
者
に
対
す
る
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
を
取

り
消
し
た
旨
の
通
知
及
び
法
第
十
五
条
の
六
の
三
第
二
項
で
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
の
規

定
」
を
加
え
、
「
換
価
の
猶
予
の
取
消
し
」
を
「
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
を
取
り
消
し
た
旨
」
に
改

め
る
。

第
五
号
の
二
様
式
そ
の
一
（
第
一
片
）
（
裏
）
、
そ
の
二
（
裏
）
、
そ
の
二
の
二
、
そ
の
三
（
裏
）
、

そ
の
四
（
裏
）
、
そ
の
四
の
二
（
第
一
片
）
（
裏
）
、
そ
の
四
の
三
（
裏
）
、
そ
の
四
の
四
（
裏
）
及

び
そ
の
五
（
裏
）
、
第
六
号
様
式
そ
の
一
、
そ
の
二
、
そ
の
三
及
び
そ
の
四
（
裏
）
、
第
十
一
号
の
二

様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
、
第
十
四
号
様
式
そ
の
二
、
第
十
五
号
様
式
並
び
に
第
十
七
号
様
式
中

「60日

」
を
「３
か
月

」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
中
「徴

収
の
猶
予

」
を
「徴

収
猶
予

」
に
、
「第

15条
第
４
項

」
を
「第

15条
の
２

の
２
第
１
項

」
に
、
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
の
二
様
式
中
「徴

収
の
猶
予
期
間
延
長

」
を
「徴

収
猶
予
の
期
間
の
延
長

」
に
、
「第

15
条
第
４
項

」
を
「第

15条
の
２
の
２
第
１
項

」
に
、
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次

に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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第
十
八
号
の
三
様
式
中
「徴

収
の
猶
予

」
を
「徴

収
猶
予

」
に
、
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「取

消
理

由

」
を
「取

消
事

由

」
に
改
め
る
。

「第
15条

の
５
の

第
十
八
号
の
五
様
式
及
び
第
十
八
号
の
六
様
式
中
「第

15条
の
５
第
３
項
の

」
を

第
15条

の
６
の

２
第
３
項
の

に
、
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

２
第
３
項

」
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「第
15条

の
５
の
３
第
２
項

第
十
八
号
の
七
様
式
中
「第

15条
の
６
第
２
項
の

」
を

の

に
、
「60

第
15条

の
６
の
３
第
２
項

」

日
」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
の
八
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
八
号
の
十
一
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
号
様
式
そ
の
一
か
ら
そ
の
三
ま
で
の
規
定
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立

て
（審

査
請
求

）
」
を
「審

査
請
求

」
に
、
「決

定

（裁
決

）
」
を
「裁

決

」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
の
四
様
式
そ
の
一
、
そ
の
二
（
裏
）
及
び
そ
の
三
（
裏
）
並
び
に
第
二
十
二
号
の
五
様

式
中
「60日
」
を
「３

か
月

」
に
、
「30日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
、
第
二
十
四
号
様
式
並
び
に
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
一
、
そ
の
三
、
そ
の
四
及
び

そ
の
五
、
第
二
十
五
号
の
三
様
式
、
第
二
十
五
号
の
四
様
式
、
第
二
十
八
号
様
式
、
第
三
十
一
号
様
式
、

第
三
十
二
号
様
式
、
第
三
十
四
号
様
式
並
び
に
第
三
十
五
号
様
式
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め

る
。

「第
３
５
号
の
２
様
式

第
三
十
五
号
の
二
様
式
中
「第

３
５
号
の
２
様
式

」
を

に
、
「60日

」
を

（そ
の
１

）

」

「３
か
月

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
及
び
（
そ
の
三
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
号
様
式
、
第
三
十
八
号
の
二
様
式
そ
の
一
、
第
三
十
八
号
の
四
様
式
、
第
三
十
九
号
の
二

様
式
そ
の
一
並
び
に
第
四
十
号
の
三
様
式
そ
の
一
及
び
そ
の
二
、
第
四
十
一
号
の
三
様
式
、
第
四
十
二

号
様
式
、
第
五
十
一
号
の
二
様
式
、
第
八
十
号
様
式
か
ら
第
八
十
三
号
様
式
ま
で
、
第
九
十
二
号
様
式
、

第
百
一
号
様
式
、
第
百
二
号
の
三
様
式
、
第
百
八
号
様
式
並
び
に
第
百
十
五
号
様
式
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
号
の
二
様
式
そ
の
二
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立
て

」
を
「審

査
請

求

」
に
、
「決

定

」
を
「裁

決

」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
号
の
三
様
式
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立
て
を

」
を
「審

査
請
求
を

」

に
、
「異

議
申
立
て
に
対
す
る
決
定

」
を
「審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決

」
に
、
「決

定
の
日

」
を
「裁

決
の
日

」
に
、
「異

議
申
立
て
を
し
た
日

」
を
「審

査
請
求
を
し
た
日

」
に
、
「そ

の
他
決
定

」
を
「そ

の
他
裁
決

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
税

務

課
）

福
島
県
規
則
第
百
二
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
福
島
県
規
則
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
様
式
第
二
号
、
様
式
第
一
号
、
様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
二
号
中
「
60日

」
を
「３

か
月

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
税

務

課
）

福
島
県
規
則
第
百
三
号

福
島
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
号
様
式
（
裏
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、

「決
定

」
を
「裁

決

」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
（
そ
の
二
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立
て

」

を
「審
査
請
求

」
に
、
「決

定
が

」
を
「裁

決
が

」
に
、
「決

定
の
日
か
ら

」
を
「裁

決
の
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
規
則
第
百
四
号

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
十
一
号
、
様
式
第
十
四
号
、
様
式
第
十
五
号
、
様
式
第
二
十

一
号
及
び
様
式
第
二
十
二
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、

「決
定
が

」
を
「裁

決
が

」
に
、
「決

定
の
日

」
を
「裁

決
の
日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
五
号
中
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
を
「対

す
る
審
査
請
求

」
に
、
「不

服
申
立
て
に
係

る

」
を
「審

査
請
求
に
係
る

」
に
、
「不

服
申
立
て
の
内
容

」
を
「審

査
請
求
の
内
容

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県

条
例
第
百
十
号
。
以
下
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
。
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定

等
、
訂
正
決
定
等
若
し
く
は
利
用
停
止
決
定
等
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
処
分
」
と
い
う
。
）
又
は
改
正

前
の
条
例
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
若
し
く
は
利
用
停
止
請
求
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
請
求
」
と
い
う
。
）
に
係
る

不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
整
備
条
例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
処
分
又
は
整
備
条

例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
知
事
が
取
り

扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項

第
七
号
及
び
第
二
十
一
号
、
第
十
一
条
、
様
式
第
十
一
号
並
び
に
様
式
第
二
十
五
号
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
第
三
項
第
七
号
中
「
条
例
第
二
十
二
条
の
三
」
と
あ
る
の
は

「
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県

条
例
第
百
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
二
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条
の
三
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
第
三
項
第
二
十
一
号
中
「
条
例
第
二
十
二
条
の
二
」
と
あ
る

の
は
「
整
備
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
二
条
の
二
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
十
一
条
中
「
審
査

請
求
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
規
定
す
る
不
服
申
立
て
」
と
、
改
正
後

の
規
則
様
式
第
十
一
号
中
「第

22条
の
３

」
と
あ
る
の
は
「行

政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

（平
成
27年
福
島
県
条
例
第
110号

）附
則
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
例
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
個
人
情
報
保

護
条
例
第
22条

の
３

」
と
、
「３

か
月

」
と
あ
る
の
は
「60日

」
と
、
「審

査
請
求

」
と
あ
る
の
は

「異
議
申
立
て

」
と
、
「裁

決

」
と
あ
る
の
は
「決

定

」
と
、
改
正
後
の
規
則
様
式
第
二
十
五
号
中

「対
す
る
審
査
請
求

」
と
あ
る
の
は
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
と
、
「福

島
県
個
人
情
報
保
護
条
例

第
22条

第
１
項

」
と
あ
る
の
は
「行

政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る

条
例

（平
成
27年
福
島
県
条
例
第
110号

）附
則
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
同
条
例
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
22条

第
１
項

」

と
、
「審

査
請
求
に
係
る

」
と
あ
る
の
は
「不

服
申
立
て
に
係
る

」
と
、
「審
査
請
求
の
内
容

」

と
あ
る
の
は
「不

服
申
立
て
の
内
容

」
と
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
百
五
号

福
島
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県

条
例
第
百
十
号
。
以
下
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
。
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定

等
、
訂
正
決
定
等
若
し
く
は
利
用
停
止
決
定
等
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
処
分
」
と
い
う
。
）
又
は
改
正

前
の
条
例
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
若
し
く
は
利
用
停
止
請
求
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
請
求
」
と
い
う
。
）
に
係
る

不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
整
備
条
例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
処
分
又
は
整
備
条

例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
福
島
県
個
人

情
報
保
護
審
査
会
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
五
項
、
第
四
条
、
第
五

条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
五
項
中
「
条
例
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
さ
れ
た
審
査
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
不
服
審
査
法
の
施

行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
十
号
。
以
下
「
整

備
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条

例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
さ
れ
た
行
政
不

服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十

七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
規
定
す
る
不
服
申
立
て
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
中
「
条
例
第
三

十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
」
と
、
改
正
後

の
規
則
第
五
条
中
「
条
例
第
三
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
三

十
三
条
第
二
項
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
六
条
第
一
項
中
「
条
例
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
整
備
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
百
六
号

福
島
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
（
平
成
二
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県

条
例
第
百
十
号
。
以
下
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
情
報

公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
決
定
（
以
下
「
開
示
決
定
等
」
と
い
う
。
）
又
は
改
正
前
の
条
例
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
の
不

服
申
立
て
で
あ
っ
て
整
備
条
例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
開
示
決
定
等
又
は
整
備
条
例
の
施
行
の
日

前
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
福
島
県
情
報
公
開
審
査

会
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
五
項
、
第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
五
項
中
「
条
例
第
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
諮
問
さ
れ
た
審
査
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
十
号
。
以
下
「
整
備
条
例
」
と
い

う
。
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第
六
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
さ
れ
た
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六

十
号
）
に
規
定
す
る
不
服
申
立
て
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
中
「
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
整
備
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
五
条
中

「
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
」

と
、
改
正
後
の
規
則
第
六
条
第
一
項
中
「
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
条
例
附



平成27年12月28日 月曜日 福 島 県 報 号外第73号 12

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
百
七
号

知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
六
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
、
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
九
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立
て

」

を
「審

査
請
求

」
に
、
「決

定
が

」
を
「裁

決
が

」
に
、
「決

定
の
日

」
を
「裁

決
の
日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
中
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
を
「対

す
る
審
査
請
求

」
に
、
「不

服
申
立
て
の
内
容

」

を
「審

査
請
求
の
内
容

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県

条
例
第
百
十
号
。
以
下
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
情
報

公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
決
定
（
以
下
「
開
示
決
定
等
」
と
い
う
。
）
又
は
改
正
前
の
条
例
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
の
不

服
申
立
て
で
あ
っ
て
整
備
条
例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
開
示
決
定
等
又
は
整
備
条
例
の
施
行
の
日

前
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
知
事
が
保
有
す
る
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
、
第
十
一
条
、

第
十
二
条
、
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
七
条

第
四
項
中
「
条
例
第
二
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
十
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
一
条
に
お

い
て
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
整
備
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
一
条
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
十
一
条

中
「
条
例
第
二
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
条
」
と
、
改
正
後
の
規

則
第
十
二
条
中
「
審
査
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
規
定
す
る
不
服

申
立
て
」
と
、
改
正
後
の
規
則
様
式
第
九
号
中
「第

21条

」
と
あ
る
の
は
「行

政
不
服
審
査
法
の
施

行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

（平
成
27年
福
島
県
条
例
第
110号

）附
則
第
５
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島

県
情
報
公
開
条
例
第
21条

」
と
、
「３

か
月

」
と
あ
る
の
は
「60日

」
と
、
「審

査
請
求

」
と
あ
る

の
は
「異

議
申
立
て

」
と
、
「裁

決

」
と
あ
る
の
は
「決

定

」
と
、
改
正
後
の
規
則
様
式
第
十
号
中

「対
す
る
審
査
請
求

」
と
あ
る
の
は
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
と
、
「福

島
県
情
報
公
開
条
例
第
19

条
第
１
項

」
と
あ
る
の
は
「行

政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

（平
成
27年
福
島
県
条
例
第

110号

）附
則
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
情
報
公
開
条
例
第
19条

第
１
項

」
と
、
「審

査
請
求
の
内
容

」
と
あ
る
の
は
「不

服
申
立
て
の
内
容

」
と
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
百
八
号

福
島
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
第

三
項
の
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

福
島
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
第
三
項
の
証
明

書
の
様
式
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
六
年
福
島
県
規
則
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
情
報
政
策
課
）

福
島
県
規
則
第
百
九
号

福
島
県
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

六
年
福
島
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
第
二
号
中
「
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
」
を
「
電

子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
電
子
証

明
書
」
を
「
署
名
用
電
子
証
明
書
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
八
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
子
署
名
に
係
る

地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
電
子
証
明
書
は
、
整
備
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
子

署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
が
発
行
し
た
署
名
用
電
子
証
明
書
と
み
な
す
。
た

だ
し
、
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
情
報
政
策
課
）

福
島
県
規
則
第
百
十
号

人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
第
一
の
表
１
の
項
⑵
中
「第

８
条
第
27項

」
を
「第

８
条
第
28項

」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
齢
福
祉
課
）

福
島
県
規
則
第
百
十
一
号

福
島
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
島
県
規
則

第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
号
中
「60
」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、
「決
定

日
が

」
を
「裁

決
が

」
に
、
「決

定
の
日

」
を
「裁

決
の
日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
八
号
及
び
様
式
第
二
十
九
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
障
が
い
福
祉
課
）

福
島
県
規
則
第
百
十
二
号

福
島
県
歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
福
島
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
二
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
三
号
と
す
る
。

第
三
条
を
削
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
削
る
。

様
式
第
三
号
中
「様

式
第
３
号

」
を
「様

式
第
１
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
号
と
す
る
。

様
式
第
四
号
中
「様

式
第
４
号

」
を
「様

式
第
２
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
号
と
す
る
。

様
式
第
五
号
中
「様

式
第
５
号

」
を
「様

式
第
３
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
（
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
は
、
改
正
後

の
福
島
県
歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
規
則
第
百
十
三
号

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
福
島
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
表
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
の
項
第
二
号
中
「
第
八
条
第
二
十
七
項
」
を
「
第
八
条

第
二
十
八
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
）

福
島
県
規
則
第
百
十
四
号

福
島
県
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

福
島
県
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
福
島
県
規
則

第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
七
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
指
導
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
三
十
二
号

本

庁

機

関

福
島
県
教
育
庁

福
島
県
教
育
庁
の
職
員
及
び
福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職

員
の
恩
給
に
関
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
教
育
庁
の
職
員
及
び
福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教

育
機
関
の
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

福
島
県
教
育
庁
の
職
員
及
び
福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職

員
の
恩
給
に
関
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
訓
令
第
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
た
だ
し
書
及
び
第
四
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
又
は
福
島
県
職
員
恩
給
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
島

県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
恩
給
権
の
新
規
裁
定
及
び
恩
給
権
の
裁
定
（
以
下
「
裁
定
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
裁
定
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
福
島
県
教
育
庁
の
職
員
及
び
福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校

そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員
の
恩
給
に
関
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規

程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
た
だ
し
書
及
び
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
程
第

三
条
た
だ
し
書
及
び
第
四
条
中
「
審
査
請
求
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）

に
規
定
す
る
不
服
申
立
て
」
と
す
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
訓
令
第
三
十
三
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
文
例
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
ケ
中
「
審
査
庁
」
の
下
に
「
又
は
再
審
査
庁
」
を
加
え
、
同
号
コ
中
「
異
議
申
立
て
」

を
「
再
調
査
の
請
求
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
例
式
第
五
（
そ
の
二
）
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

（教
示

）に
つ
い
て
は

次
の
教
示

（そ
の
１

）か
ら
教
示

（そ
の
４

）ま
で
に
掲
げ
る

、
場
合
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
定
め
る
文
言
に
よ
る
こ
と

な
お

必
要
に
応

、
。

、
じ
て
所
要
の
調
整
を
行
う
こ
と
。

教
示

（そ
の
１

）

処
分
に
対
し
て
審
査
請
求
及
び
取
消
訴
訟
の
提
起
の
双
方
が
認
め
ら
れ
て

い
る
場
合

①１
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら

、
②起
算
し
て
３
か
月
以
内
に

福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（な
お

、
、

そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も

こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審

、
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

）

。
。

①２
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

、
②

て
６
か
月
以
内
に

福
島
県
を
被
告
と
し
て

（訴
訟
に
お
い
て
福
島
県
を
代
表
す
る
者
は

、
、

福
島
県
知
事
と
な
り
ま
す

）

提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（な
お

そ
の
期
間
内
で

。
、

、
あ
つ
て
も

こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の

、
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

）

た
だ
し

こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の

。
。

、
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は

そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

、
、

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん

（な
お

そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も

そ
の
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年

、
、

を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

）

。
。

教
示

（そ
の
２

）

法
律
に
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ

ば
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
場
合

①１
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら

、
②起
算
し
て
３
か
月
以
内
に

福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（な
お

、
、

そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も

こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審

、
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

）

。
。

①２
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は

こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経

、
②た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

そ
の
場
合
に
お
い
て

処
分
の
取
消
し

。
、

の
訴
え
は

そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

、
し
て
６
か
月
以
内
に
福
島
県
を
被
告
と
し
て

（訴
訟
に
お
い
て
福
島
県
を
代
表
す
る
者
は

、
、

福
島
県
知
事
と
な
り
ま
す

）

提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（な
お

そ
の
期
間
内
で

。
、

、
あ
つ
て
も

そ
の
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の

、
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

）

た
だ
し

次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い

。
。

、
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴

、
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②⑴
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

⑵
処
分

処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊

、
③急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

⑶
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

教
示

（そ
の
３

）

処
分
に
対
し
て
再
調
査
の
請
求
及
び
審
査
請
求
の
双
方
が
認
め
ら
れ
て
い

る
場
合
で

か
つ

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
処
分
の
取
消
し
の
訴

、
、

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
場
合
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①１

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら

、
②起
算
し
て
３
か
月
以
内
に

福
島
県
知
事
に
再
調
査
の
請
求
又
は
何々

（再
調
査
の
請
求
を

、
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ
る
法
律
に
規
定
す
る
審
査
庁

）に
審
査
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す

（な
お

そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も

こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

、
、

て
１
年
を
経
過
す
る
と
再
調
査
の
請
求
又
は
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す

）

。
。

①２
再
調
査
の
請
求
を
し
た
場
合
は

そ
の
再
調
査
の
請
求
に
つ
い
て
の
決
定
を
経
た
後
で
な

、
②け
れ
ば
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

そ
の
場
合
に
お
い
て

審
査
請
求
は

そ
。

、
、

の
再
調
査
の
請
求
に
対
す
る
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
か

月
以
内
に

何々

（再
調
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ
る
法
律
に
規
定

、
す
る
審
査
庁

）に
対
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（な
お

そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も

そ
、

、
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す

）

た
だ
し

次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

再
調
査

。
。

、
、

の
請
求
に
対
す
る
決
定
を
経
な
い
で
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②⑴
再
調
査
の
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
を
経
過
し
て
も
決
定
が
な
い

③と
き
。

⑵
そ
の
他
決
定
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

①３
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は

こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後

、
②で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

そ
の
場
合
に
お
い
て

処
分
の
取
消
し
の
訴

。
、

え
は

そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

、
６
か
月
以
内
に

福
島
県
を
被
告
と
し
て

（訴
訟
に
お
い
て
福
島
県
を
代
表
す
る
者
は

福
、

、
島
県
知
事
と
な
り
ま
す

）

提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（な
お

そ
の
期
間
内
で
あ

。
、

、
つ
て
も

そ
の
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴

、
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

）

た
だ
し

次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず

。
。

、
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え

、
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②⑴
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

⑵
処
分

処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊

、
③

急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

⑶
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

教
示

（そ
の
４

）

法
律
に
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
に
対
し
て
の
み
取
消

訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ
る
場
合

①１
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら

、
②起
算
し
て
３
か
月
以
内
に

福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（な
お

、
、

そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も

こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審

、
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

）

。
。

①２
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が

、
、

②１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
は

そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た

、
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に

福
島
県
を
被
告
と
し
て

（訴
訟

、
に
お
い
て
福
島
県
を
代
表
す
る
者
は

福
島
県
知
事
と
な
り
ま
す

）

裁
決
の
取
消
し
の

、
。

、
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（な
お

そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も

そ
の
裁
決
の
日

、
、

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
裁
決
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
ま
す

）

。
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
議
会

福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

福
島
県
議
会
議
長

杉

山

純

一

福
島
県
議
会
規
則
第
一
号

福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
島
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
福
島
県
議
会
世
話
人
会
の
項
中
「
議
員
の
」
の
下
に
「
う
ち
、
」
を
加
え
、
同
表
福
島
県
議
会

情
報
公
開
審
査
会
の
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
議

事

課
）

福
島
県
議
会
告
示
第
三
号

福
島
県
議
会
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

福
島
県
議
会
議
長

杉

山

純

一

福
島
県
議
会
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
議
会
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
福
島
県
議
会
告
示
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
、
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
九
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異
議
申
立
て

」

を
「審

査
請
求

」
に
、
「決

定
が

」
を
「裁

決
が

」
に
、
「決

定
の
日

」
を
「裁

決
の
日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
中
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
を
「対

す
る
審
査
請
求

」
に
、
「不
服
申
立
て
の
内
容

」

を
「審

査
請
求
の
内
容

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
四
十

号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
三

年
福
島
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
決
定
（
以
下
「
開
示
決
定
等
」
と
い
う
。
）
又
は
改
正
前
の
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る

開
示
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ

て
改
正
条
例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
開
示
決
定
等
又
は
改
正
条
例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
開
示

請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
福
島
県
議
会
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示

等
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二

条
、
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
程
第
七
条
第
四
項

中
「
条
例
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
四
十
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
二
条
」
と
、

改
正
後
の
規
程
第
十
一
条
中
「
条
例
第
二
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
一
条
」
と
、

改
正
後
の
規
程
第
十
二
条
中
「
審
査
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
六
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
規

定
す
る
不
服
申
立
て
」
と
、
改
正
後
の
規
程
様
式
第
九
号
中
「第

22条

」
と
あ
る
の
は
「福

島
県
議

会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（平
成
27年

福
島
県
条
例
第
140号

）附
則
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
前
の
福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
第
22条

」

と
、
「３

か
月

」
と
あ
る
の
は
「60日

」
と
、
「審

査
請
求

」
と
あ
る
の
は
「異

議
申
立
て

」
と
、

「裁
決

」
と
あ
る
の
は
「決

定

」
と
、
改
正
後
の
規
程
様
式
第
十
号
中
「対

す
る
審
査
請
求

」
と
あ

る
の
は
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
と
、
「福

島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
第
20条

第
１
項

」
と
あ
る
の

は
「福

島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（平
成
27年

福
島
県
条
例
第
140号

）

附
則
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
前
の
福
島
県
議
会
情
報
公

開
条
例
第
20条

第
１
項

」
と
、
「審

査
請
求
の
内
容

」
と
あ
る
の
は
「不

服
申
立
て
の
内
容

」
と

す
る
。

（
総

務

課
）

福
島
県
議
会
告
示
第
四
号

福
島
県
議
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

福
島
県
議
会
議
長

杉

山

純

一

福
島
県
議
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

福
島
県
議
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
福
島
県
議
会
告
示
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
十
一
号
、
様
式
第
十
四
号
、
様
式
第
十
五
号
、
様
式
第
二
十

一
号
及
び
様
式
第
二
十
二
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、

「決
定
が

」
を
「裁

決
が

」
に
、
「決

定
の
日

」
を
「裁

決
の
日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
五
号
中
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
を
「対

す
る
審
査
請
求

」
に
、
「不

服
申
立
て
に

係
る

」
を
「審

査
請
求
に
係
る

」
に
、
「不

服
申
立
て
の
内
容

」
を
「審

査
請
求
の
内

容

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県

条
例
第
百
十
号
。
以
下
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
。
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定

等
、
訂
正
決
定
等
若
し
く
は
利
用
停
止
決
定
等
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
処
分
」
と
い
う
。
）
又
は
改
正

前
の
条
例
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
若
し
く
は
利
用
停
止
請
求
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
請
求
」
と
い
う
。
）
に
係
る

不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
整
備
条
例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
処
分
又
は
整
備
条

例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
福
島
県
議
会

が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
三
項
第
七
号
及
び
第
二
十
一
号
、
第
十
条
、
様
式
第
十
一
号
並
び
に
様
式
第
二
十
五
号
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
程
第
二
条
第
三
項
第
七
号
中
「
条
例
第
二
十
二
条
の
三
」
と
あ
る

の
は
「
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福

島
県
条
例
第
百
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
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よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二

十
二
条
の
三
」
と
、
改
正
後
の
規
程
第
二
条
第
三
項
第
二
十
一
号
中
「
条
例
第
二
十
二
条
の
二
」
と

あ
る
の
は
「
整
備
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条

例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
二
条
の
二
」
と
、
改
正
後
の
規
程
第
十
条
中
「
審

査
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前

の
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
規
定
す
る
不
服
申
立
て
」
と
、
改
正

後
の
規
程
様
式
第
十
一
号
中
「第

22条
の
３

」
と
あ
る
の
は
「行

政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

（平
成
27年
福
島
県
条
例
第
110号

）附
則
第
４
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
例
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
個
人
情
報

保
護
条
例
第
22条

の
３

」
と
、
「３

か
月

」
と
あ
る
の
は
「60日

」
と
、
「審

査
請
求

」
と
あ
る
の

は
「異

議
申
立
て

」
と
、
「裁

決

」
と
あ
る
の
は
「決

定

」
と
、
改
正
後
の
規
程
様
式
第
二
十
五
号

中
「対

す
る
審
査
請
求

」
と
あ
る
の
は
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
と
、
「福

島
県
個
人
情
報
保
護
条

例
第
22条

第
１
項

」
と
あ
る
の
は
「行

政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す

る
条
例

（平
成
27年
福
島
県
条
例
第
110号

）附
則
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
同
条
例
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
22条
第
１
項

」

と
、
「審

査
請
求
に
係
る

」
と
あ
る
の
は
「不

服
申
立
て
に
係
る

」
と
、
「審

査
請
求
の

内
容

」
と
あ
る
の
は
「不

服
申
立
て
の
内
容

」
と
す
る
。

（
総

務

課
）

福
島
県
公
安
委
員
会

行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 理 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 2 7年 1 2月 2 8日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 １ ０ 号

行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 理 に 関 す る 規 則
（ 福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条 福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 昭 和 3 5年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 1 4号 ） の 一 部 を 次 の よ
う に 改 正 す る 。
様 式 第 ９ 号 、 様 式 第 1 0号 及 び 様 式 第 1 1号 中 「 6 0日 」 を 「 ３ か 月 」 に 改 め る 。
様 式 第 1 5号 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 、 「 6 0日 」 を 「 ３ か 月 」 に 、 「 異 議 申 立 て 」

を 「 審 査 請 求 」 に 、 「 決 定 が 」 を 「 裁 決 が 」 に 、 「 決 定 の 日 」 を 「 裁 決 の 日 」 に 改 め
る 。
様 式 第 1 6号 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 、 「 6 0日 」 を 「 ３ か 月 」 に 、 「 異 議 申 立 て 」

を 「 審 査 請 求 」 に 、 「 決 定 」 を 「 裁 決 」 に 改 め る 。
様 式 第 2 9号 及 び 様 式 第 4 0号 の 1 4中 「 6 0日 」 を 「 ３ か 月 」 に 、 「 異 議 申 立 て 」 を 「 審

査 請 求 」 に 、 「 決 定 」 を 「 裁 決 」 に 改 め る 。
（ 福 島 県 公 安 委 員 会 及 び 福 島 県 警 察 本 部 長 が 保 有 す る 公 文 書 の 開 示 等 に 関 す る 規 則 の
一 部 改 正 ）

第 ２ 条 福 島 県 公 安 委 員 会 及 び 福 島 県 警 察 本 部 長 が 保 有 す る 公 文 書 の 開 示 等 に 関 す る 規
則 （ 平 成 1 3年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
様 式 第 ３ 号 、 様 式 第 ４ 号 及 び 様 式 第 ９ 号 中 「 6 0日 」 を 「 ３ か 月 」 に 、 「 異 議 申 立 て

（ 審 査 請 求 ） 」 を 「 審 査 請 求 」 に 、 「 決 定 （ 裁 決 ） 」 を 「 裁 決 」 に 改 め る 。
様 式 第 10号 中 「 対 す る 不 服 申 立 て 」 を 「 対 す る 審 査 請 求 」 に 、「 不服 申立 て の内 容」

を 「 審 査 請 求 の 内 容 」 に 改 め る 。
（ 福 島 県 公 安 委 員 会 及 び 福 島 県 警 察 本 部 長 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 の
一 部 改 正 ）

第 ３ 条 福 島 県 公 安 委 員 会 及 び 福 島 県 警 察 本 部 長 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規
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則 （ 平 成 1 8年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
様 式 第 ６ 号 、 様 式 第 ７ 号 、 様 式 第 1 1号 、 様 式 第 1 4号 、 様 式 第 1 5号 、 様 式 第 2 1号 及 び

様 式 第 2 2号 中 「 6 0日 」 を 「 ３ か 月 」 に 、 「 異 議 申 立 て （ 審 査 請 求 ） 」 を 「 審 査 請 求 」
に 、 「 決 定 （ 裁 決 ） 」 を 「 裁 決 」 に 改 め る 。
様 式 第 2 5号 中 「 対 す る 不 服 申 立 て 」 を 「 対 す る 審 査 請 求 」 に 、 「 不 服 申 立 て に 係

る」を「審 査 請 求 に 係 る」に、「不 服 申 立 て の 内 容」を「審 査 請 求 の 内 容」
に 改 め る 。
（ 福 島 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 命 令 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 ４ 条 福 島 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 命 令 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 1 8年 福 島 県 公 安 委 員 会
規 則 第 1 0号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
様 式 第 １ 号 及 び 様 式 第 ４ 号 中 「 6 0日 」 を 「 ３ か 月 」 に 、 「 異 議 申 立 て 」 を 「 審 査 請

求 」 に 、 「 決 定 」 を 「 裁 決 」 に 改 め る 。
附 則

（ 施 行 期 日 ）
１ こ の 規 則 は 、 平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
（ 経 過 措 置 ）

２ 行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 2 7年 福 島 県 条 例
第 1 1 0号 。 以 下 「 整 備 条 例 」 と い う 。 ） 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 福 島 県 情 報 公 開 条
例 （ 平 成 1 2年 福 島 県 条 例 第 ５ 号 。 以 下 「 改 正 前 の 情 報 公 開 条 例 」 と い う 。 ） 第 1 1条 第
１ 項 若 し く は 第 ２ 項 の 決 定 （ 以 下 「 開 示 決 定 等 」 と い う 。 ） 又 は 改 正 前 の 情 報 公 開 条
例 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 開 示 の 請 求 （ 以 下 「 開 示 請 求 」 と い う 。 ） に 係 る 不 作 為 に つ い
て の 不 服 申 立 て で あ っ て 整 備 条 例 の 施 行 の 日 前 に さ れ た 開 示 決 定 等 又 は 整 備 条 例 の 施
行 の 日 前 に さ れ た 開 示 請 求 に 係 る 不 作 為 に 係 る も の に つ い て の 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改
正 後 の 福 島 県 公 安 委 員 会 及 び 福 島 県 警 察 本 部 長 が 保 有 す る 公 文 書 の 開 示 等 に 関 す る 規
則 （ 以 下 「 改 正 後 の 公 文 書 開 示 規 則 」 と い う 。 ） 第 ７ 条 第 ４ 項 、 第 1 1条 、 様 式 第 ９ 号
及 び 様 式 第 10号の規定の適用 については、 改 正 後 の 公 文 書 開 示 規 則 第 ７ 条 第４項 中「条
例 第 2 1条 」 と あ る の は 「 行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 等 に 関 す る 条 例
（ 平 成 2 7年 福 島 県 条 例 第 1 1 0号 。 以 下 「 整 備 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 ５ 項 の 規 定 に よ り
な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 整 備 条 例 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 条 例 第 2 1条 」
と 、 改 正 後 の 公 文 書 開 示 規 則 第 1 1条 中 「 条 例 第 2 0条 」 と あ る の は 「 整 備 条 例 附 則 第 ５
項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 整 備 条 例 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前
の 条 例 第 2 0条 」 と 、 改 正 後 の 公 文 書 開 示 規 則 様 式 第 ９ 号 中 「 第 2 1条 」 と あ る の は 「 行
政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 27年 福 島 県 条 例 第 110
号 ） 附 則 第 ５ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 同 条 例 第 ６ 条 の 規 定 に
よ る 改 正 前 の 福 島 県 情 報 公 開 条 例 第 2 1条 」 と 、 「 ３ か 月 」 と あ る の は 「 60日」と、「審
査 請 求 」 と あ る の は 「 異 議 申 立 て （ 審 査 請 求 ） 」 と 、 「 裁 決 」 と あ る の は 「 決 定 （ 裁
決 ） 」 と 、 改 正 後 の 公 文 書 開 示 規 則 様 式 第 1 0号 中 「 対 す る 審 査 請 求 」 と あ る の は 「 対
す る 不 服 申 立 て 」 と 、 「 福 島 県 情 報 公 開 条 例 第 1 9条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 行 政 不 服 審
査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 2 7年 福 島 県 条 例 第 1 1 0号 ） 附 則
第 ５ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 同 条 例 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 改 正
前 の 福島 県 情 報 公 開 条 例 第 1 9条 第 １ 項 」 と 、 「 審 査 請 求 の 内 容 」 と あ る の は 「 不 服
申 立 て の 内 容 」 と す る 。

３ 整 備 条 例 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 福 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 ６ 年 福 島 県 条
例 第 7 1号 。 以 下 「 改 正 前 の 個 人 情 報 保 護 条 例 」 と い う 。 ） 第 1 5条 第 ２ 項 、 第 2 1条 第 ２
項 若 し く は 第 2 1条 の ７ 第 ２ 項 に 規 定 す る 開 示 決 定 等 、 訂 正 決 定 等 若 し く は 利 用 停 止 決
定 等 （ 以 下 こ れ ら を 「 処 分 」 と い う 。 ） 又 は 改 正 前 の 個 人 情 報 保 護 条 例 第 11条 第 １ 項 、
第 1 9条 第 １ 項 若 し く は 第 2 1条 の ４ 第 ２ 項 に 規 定 す る 開 示 請 求 、 訂 正 請 求 若 し く は 利 用
停止請 求 （以下こ れらを「請求」と い う。）に係る不作 為についての不 服 申 立 て で あ っ
て 整 備 条 例 の 施 行 の 日 前 に さ れ た 処 分 又 は 整 備 条 例 の 施 行 の 日 前 に さ れ た 請 求 に 係 る
不 作 為 に 係 る も の に つ い て の 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 福 島 県 公 安 委 員 会 及 び 福 島
県 警 察 本 部 長 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 の 個 人 情 報 保 護
規 則 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ７ 号 及 び 第 2 1号 、 様 式 第 1 1号 並 び に 様 式 第 2 5号 の 規
定 の 適 用 に つ い て は 、 改 正 後 の 個 人 情 報 保 護 規 則 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ７ 号 中 「 条 例 第 2 2条
の ３ 」 と あ る の は 「 行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 等 に 関 す る 条例（平成
2 7年 福 島 県 条 例 第 1 1 0号 。 以 下 「 整 備 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 ４ 項 の 規 定 に よ り な お
従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 整 備 条 例 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 条 例 第 2 2条 の ３ 」
と 、 改 正 後 の 個 人 情 報 保 護 規 則 第 ２ 条 第 ３ 項 第 2 1号 中 「 条 例 第 2 2条 の ２ 」 と あ る の は
「 整 備 条 例 附 則 第 ４ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 整 備 条 例 第 ５ 条
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の 規 定 に よ る 改 正 前 の 条 例 第 2 2条 の ２ 」 と 、 改 正 後 の 個 人 情 報 保 護 規 則 様 式 第 1 1号 中
「 第 2 2条 の ３ 」 と あ る の は 「 行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 等 に 関 す る
条 例 （ 平 成 2 7年 福 島 県 条 例 第 1 1 0号 ） 附 則 第 ４ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と
と さ れ る 同条例第 ５条の規定による 改 正 前 の 福 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 第 2 2条 の ３ 」 と 、
「 ３ か 月 」 と あ る の は 「 6 0日 」 と 、 「 審 査 請 求 」 と あ る の は 「 異 議 申 立 て （ 審 査 請
求 ） 」 と 、 「 裁 決 」 と あ る の は 「 決 定 （ 裁 決 ） 」 と 、 改 正 後 の 個 人 情 報 保 護 規 則 様 式
第 2 5号 中 「 対 す る 審 査 請 求 」 と あ る の は 「 対 す る 不 服 申 立 て 」 と 、 「 福 島 県 個 人 情 報
保 護 条 例 第 2 2条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 等
に 関 す る 条 例 （ 平 成 2 7年 福 島 県 条 例 第 1 1 0号 ） 附 則 第 ４ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に
よ る こ と と さ れ る 同 条 例 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 福 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 第 2 2条
第 １ 項 」 と 、 「 審 査 請 求 に 係 る 」 と あ る の は 「 不 服 申 立 て に 係 る 」 と 、 「 審 査
請 求 の 内 容 」 と あ る の は 「 不 服 申 立 て の 内 容 」 と す る 。

（ 監 察 課 ）


